


　（歳入歳出予算の補正）

第１表　歳入歳出予算補正

補正前の額 計
千円 千円

1 24,009,265 24,493,784
1 24,009,265 24,493,784

2 55,759,216 55,800,209
2 17,296,993 17,337,986

5 16,753 33,584
1 16,753 33,584

6 1,846 1,256
1 1,846 1,256

7 2,953,635 2,290,524
2 2,628,439 1,965,328

10 123,782 246,785
1 2 1,009
3 118,121 240,117

160,241,399 160,243,044

補正前の額 計
千円 千円

1 325,056 324,466
1 325,056 324,466

3 27,654 29,889
1 27,654 29,889

160,241,399 160,243,044

特別高額医療費共同事業交付金

千円

△ 663,111

2,235特別高額医療費共同事業拠出金

123,003

補　正　額

1,007

総務費 △ 590

1,645

16,831

16,831

△ 663,111

2,235

1,645

△ 590

△ 590

△ 590

市町村負担金

484,519

484,519
国庫支出金 40,993

40,993国庫補助金

市町村支出金

平成２８年度青森県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６４５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
　歳入歳出それぞれ１６０，２４３，０４４千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

款 項

　歳　入

　平成２８年度青森県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、
次に定めるところによる。

補　正　額
千円

歳 入 合 計

延滞金、加算金及び過料

財産収入

歳 出 合 計

　歳　出

款 項

特別高額医療費共同事業拠出金

総務管理費

財産運用収入

特別高額医療費共同事業交付金

諸収入

雑入

繰入金

基金繰入金

121,996


